
令和７年度
林業労働災害防止対策説明会

浦河労働基準監督署

林業における安全管理について



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

１ 林業における労働災害発生状況

２ 第14次労働災害防止計画

３ 令和７年度林業死亡災害撲滅運動

４ 林業の安全衛生対策の推進

５ 伐木等作業における安全対策の推進

６ その他

説明のポイント
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

区分

業種別

令和７年
（令和７年９月末）

令和６年
（確定値）

令和５年
（確定値）

令和４年
（確定値）

死
亡

休業 合計
死
亡

休業 合計
死
亡

休業 合計
死
亡

休業 合計

浦
河
署
管
内

全産業 1 107 108 １ 192 193 3 193 196 2 218 220

林業 0 0 0 0 5 5 0 2 2 1 1 2

北
海
道
内

全産業 39 4,903 4,942 48 8,585 8,633 51 9,004 9,055 53 16,419 16,472

林業 5 47 52 4 75 79 4 64 68 1 80 81

１ 林業における労働災害発生状況
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

令和４年から令和５年まで 林業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 年齢 経験年数 事故の型 起因物 災害発生状況

４ 12 10時台 10人未満 60歳代
20年以上
30年未満

崩壊、倒壊 環境等

被災者は、間伐作業現場において、チェーンソーによる伐木作
業中、かかり木となった伐倒木の付近で別の立木を伐倒してい
たところ、当該かかり木が被災者に倒れ掛かり、木の下敷きに
なっているところを発見されたもの。

５ １ 10時台 10人未満 60歳代
10年以上
20年未満

激突され
車両系木材
伐出機械

被災者は、倒木の整理作業現場において、チェーンソーを用
い集積された倒木の根切り作業に従事し、同僚労働者が根が
切り落とされた倒木をグラップル機で移動させていたが、当該グ
ラップル機が旋回した際に掴んでいた倒木が被災者の頭部に激
突したもの。

５ ３ 16時台
10人以上
29人以下

60歳代 30年以上 激突され 環境等

被災者は、同僚複数名とチェーンソー及び伐木機械を用いて
伐木作業を行っていた。各作業員は離れた持ち場で作業してい
たが、終了時刻になって、伐倒木に腹部を押され、うつ伏せで倒
れている被災者が発見されたもの。

５ ７ ９時台 10人未満 70歳以上 30年以上 崩壊、倒壊 環境等

被災者は、同僚５名と現場に入場し、チェーンソーを用いてトド
マツ（人工林、樹高22ｍ）の間伐作業中、伐採していたトドマツの
近くに立っていたカバの枯損木（樹高15ｍ）が倒壊し、当該枯損
木が被災者に当たったもの。

５ ８ 10時台 10人未満 40歳代
10年以上
20年未満

その他 環境等
被災者は伐木作業に従事しており、休憩をしようとグラップル
を止めたところ、運転席に侵入した蜂に刺され、意識混濁となっ
たもの。

１ 林業における労働災害発生状況
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

令和６年 林業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 年齢 経験年数 事故の型 起因物 災害発生状況

６ １ ８時台 10人未満 50歳代
１年以上
５年未満

はさまれ、
巻き込まれ

車両系木材
伐出機械

被災者は、グラップルを使用し、伐倒木の木寄せ集材作業を
行っていたところ、グラップルのブームのシリンダーとキャビンの
フレームの間に挟まれたもの。

６ 11 15時台 10人未満 60歳代 30年以上 崩壊、倒壊 環境等

被災者は、皆伐作業の現場に入場し、土場において車両系建
設機械を使用して木片等を積込む作業に従事していたが、車両
系建設機械を降りて移等動中、放置されていたかかり木が被災
者に倒れてきたもの。

６ 11 14時台 10人未満 30歳代
５年以上
10年未満

崩壊、倒壊 環境等
被災者は、グラップルソーを用いた造材作業の補助業務に従
事していたところ、受け口と追い口が作られた状態で放置されて
いた立木が被災者に倒れてきたもの。

６ 12 9時台
10人以上
29人以下

50歳代
20年以上
30年未満

激突され 環境等

被災者は、町有林の皆伐現場において作業道を徒歩にて移
動していたところ、作業道付近の斜面下方で同僚労働者が
チェーンソーにより立木を伐倒しており、倒れてきた立木に激突
されたもの。

１ 林業における労働災害発生状況
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

令和７年９月末 林業における死亡災害（北海道内）

発生年 発生月 時間帯 規模 年齢 経験年数 事故の型 起因物 災害発生状況

７ 1 10時台 10人未満 50歳代
10年以上
20年未満

激突され
車両系木材
伐出機械

チェーンソーによる伐倒作業を担当する被災者が、木寄せ作
業をしていた木材グラップル機に激突されたもの。

７ 1 15時台
10人以上
29人以下

70歳代
10年以上
20年未満

激突され 環境等
被災者は、チェーンソーを用いて伐木作業を行っていたが、作
業終了時刻になっても戻らず、伐倒木の下で倒れた状態で発見
されたもの。

７ 2 ９時台 10人未満 80歳代
10年以上
20年未満

激突され 環境等
被災者は、チェーンソーによる立木伐倒作業に従事していたが、
伐根直径約50ｃｍの立木を伐倒した際に、当該立木が縦に裂け、
裂けた元玉部分が被災者に激突したもの。

７ 3 11時台 10人未満 30歳代
5年以上
10年未満

激突され 環境等

被災者は、チェーンソーを用いた伐倒作業の補助としてクサビを
打つ作業を行っていたが、伐倒中の立木が伐倒方向とは逆方
向に倒れたことから退避したところ、倒れた立木がすでに伐倒し
ていた木に当たり、退避していた被災者に激突したもの。

7 3 11時台 10人未満 60歳代
10年以上
20年未満

激突され 環境等
被災者は、チェーンソーを用いた伐倒作業を行っていたが、伐倒
木の伐倒方向が想定からずれたことにより、伐倒木が跳ね、被
災者に激突したもの。

１ 林業における労働災害発生状況
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

令和４年から令和７年９月末（速報値）までの間に道内で
発生した死亡災害 14件

・14件中10件の災害の起因物が「立木等」
→「チェーンソーによる伐木等の安全に関するガイドライン」の作業現場におけ
る普及及び徹底

・14件中３件の災害の起因物が「伐木等機械」
→車両系木材伐出機械の運転等における安全衛生関係法令の遵守

・14件中11件の被災者が「経験年数10年以上」
→安全衛生法第60条の２に基づく概ね５年ごとの能力向上教育の受講

１ 林業における労働災害発生状況
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼第14次労働災害防止計画における林業の目標

 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライ

ン」に基づく措置を実施する事業場の割合を50％以上とするこ

と

※ 北海道労働局においても、同様の目標設定

 林業における死亡者数を15％以上減少させること

※ 北海道労働局では林業における死傷者数を５％以上減少させることが目標

↑厚生労働省パンフレット 「第14次労働災害防止計画の概要」から引用

２ 第14次労働災害防止計画

7



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼第14次労働災害防止計画における林業の目標

↑厚生労働省パンフレット
「第14次労働災害防止計画の概要」から引用

２ 第14次労働災害防止計画
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◆ 運動期間

令和７年９月１日から同年11月30日まで
◆ 安全衛生教育強化月間 令和７年９月１日から同年９月30日まで

◆ 現場安全管理強化月間 令和７年10月１日から同年11月30日まで

◆ 取組の背景
◆ 北海道内の林業現場において、令和６年11月から令和７年３月末まで
の５か月間に、８人の労働者が死亡する労働災害が発生している。

◆ 「立木」がけがの原因であった労働災害は、10月に急増し、その後４月
まで労働災害発生件数が多い傾向にある。

◆ 運動の目的
◆ 立木による労働災害が増加する10月を前に、安全な作業手順を作業
者全員で共有し、その後現場においてその作業手順が守られているか
を確認することで、死亡労働災害ゼロ、労働災害の減少を目指す。

３ 令和７年度林業死亡災害撲滅運動
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◆ 安全衛生教育強化月間（９月１日から９月30日まで）

安全文化を醸成するため、次の事項を実施する。
 安全大会等を実施し、経営トップによる安全への所信表明を通じた関係
者の意思の統一及び安全意識の高揚を図る。

 現場作業員に対し、安全衛生教育を実施する（「チェーンソーによる伐木
等作業の安全に関するガイドライン」等のガイドラインの周知。）。

 作業計画の内容に沿って作業を行うことを周知・徹底する。

◆ 現場安全管理強化月間（10月１日から11月30日まで）

安全衛生教育強化月間での実施事項を含めた現場の安全管理状況を
確認するため、次の事項を実施する。

 経営トップや安全衛生責任者による安全パトロールを実施し、現場の
安全管理状況の総点検を実施する。

 安全旗の掲揚、標語の掲示その他現場に掲示すべき書類関係の掲示
状況を確認する。

 現場責任者による現場巡視を実施し、ガイドラインに基づく措置や作業
計画に基づく作業を作業員が遵守しているか確認する。

３ 令和７年度林業死亡災害撲滅運動
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

３ 令和７年度林業死亡災害撲滅運動
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

３ 令和７年度林業死亡災害撲滅運動
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 平成31年度に改正された労働安全衛生規則（安衛則）

に基づく措置

←厚生労働省リーフレット
「伐木作業等の安全対策の規制が
変わります！～ 伐木作業等を行う
すべての業種が対象～」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 平成31年度に改正された労働安全衛生規則（安衛則）

に基づく措置

↑厚生労働省リーフレット
「伐木作業等の安全対策の規制が変わります！～ 伐木作業等を行うすべての業種が対象～」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 平成31年度に改正された労働安全衛生規則（安衛則）

に基づく措置

←厚生労働省リーフレット
「伐木作業等の安全対策の
規制が変わります！
～ 伐木作業等を行う
すべての業種が対象～」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 平成31年度に改正された労働安全衛生規則（安衛則）

に基づく措置

↑厚生労働省リーフレット
「伐木作業等の安全対策の規制が変わります！～ 伐木作業等を行うすべての業種が対象～」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 平成31年度に改正された労働安全衛生規則（安衛則）

に基づく措置

↑厚生労働省リーフレット
「伐木作業等の安全対策の規制が変わります！～ 伐木作業等を行うすべての業種が対象～」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」

に基づく措置

↑厚生労働省リーフレット
「【概要】チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のための

ガイドライン」に基づく措置

↑厚生労働省リーフレット 「【概要】林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」から引用

４ 林業の安全衛生対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

 車両系木材伐出機械の運転等における安全衛生関係法令の遵守

←厚生労働省リーフレット
「木材伐出機械等も規制の
対象になりました」から引用

５ 伐木等作業における安全対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

 車両系木材伐出機械の運転等における安全衛生関係法令の遵守

←厚生労働省リーフレット
「木材伐出機械等も規制の
対象になりました」から引用

５ 伐木等作業における安全対策の推進

21



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

←厚生労働省リーフレット
「木材伐出機械等も規制の
対象になりました」から引用

５ 伐木等作業における安全対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

←厚生労働省リーフレット
「木材伐出機械等も規制の
対象になりました」から引用

５ 伐木等作業における安全対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

←厚生労働省リーフレット
「木材伐出機械等も規制の
対象になりました」から引用

５ 伐木等作業における安全対策の推進
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 労働者に対する安全衛生教育等の的確な実施
（１） チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育について

 労働安全衛生法（安衛法）第60条の２に基づく能力向上教育を概ね５年
ごとに労働者に受講できるようにすること

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育カリキュラム

科目 時間

伐木等作業の特徴と作業の安全 ２時間

チェーンソーの特徴と保守管理 ２時間

健康管理 0.5時間

災害事例及び関係法令 ２時間

計 6.5時間

６ その他

25



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 労働者に対する安全衛生教育等の的確な実施
（２） チェーンソー作業における振動障害防止対策の実施

 「チェーンソー取扱い作業指針について」等に基づく、「日振動ばく露量Ａ
（８）」をもとにした作業時間の管理等に関する内容を含んだ安全衛生教
育の実施

６ その他
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 労働者に対する安全衛生教育等の的確な実施
（２） チェーンソー作業における振動障害防止対策の実施

 「チェーンソー取扱い作業指針について」等に基づく、「日振動ばく露量Ａ
（８）」をもとにした作業時間の管理等に関する内容を含んだ安全衛生教
育の実施

←厚生労働省
「チェーンソー取扱い作業指針に
ついて」（平成21年７月10日付け基
発0710第１号）から引用

６ その他
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

６ その他
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼蜂の活動時期と危険な時期

６ その他
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼蜂の攻撃の特徴
・巣に接近する人への警戒

巣の出入口や表面にいる蜂が、近づいた人や動物を注視する一方で、一部は巣を離れて周囲

を飛び回ります。

・巣に接近する人に対する威嚇

警戒のため巣を離れた蜂が人や動物に接近し、高い羽音を発して、上下、左右をまとわりつく

ように飛び回ります。

・巣への間接的刺激に対する攻撃

蜂の威嚇を無視したり、これに気がつかないとき、また、巣に震動を与えたとき等は、巣内から

多くの蜂が飛び出して大騒ぎとなります。こんなときは、威嚇中の蜂のほか、巣の中からも次々と

飛び出して、相手にまっすぐ飛びかかり毒針で刺します。

・巣への直接的刺激に対する攻撃
巣を直接に刺激したり、巣を破損した場合等は、巣内から多くの蜂が一斉に巣の外へ飛び出し

てきて威嚇なしにいきなり相手に飛びかかり、すぐに刺します。

６ その他
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼蜂の習性
・服装に注意！

手や腕、顔などの体の露出部と動きがある箇所が狙われます。

スズメバチは、衣類だけでなく、黒い長靴、カメラ等も攻撃します。

・色に注意！

スズメバチは「黒」に対して最も激しく反応し攻撃を加えます（天敵である熊とし

て認識するため。）。ただし、ミツバチは、色にはあまり反応しません。

・匂いに注意！

蜂は、ヘアスプレー、ヘアトニック、香水等の化粧品、体臭等に対して、敏感に

反応します。特にミツバチは、巣の近くに関係なく、各種化粧品の匂いに興奮を

することがあります。

ジュースやスポーツドリンク、飲料水の残りをエサとして近寄ってくる場合があり、

缶の中に潜り込み、唇や口の中を刺されたケースもあります。

６ その他
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◼蜂刺され災害防止のための対策
・事前に作業場所を確認し、蜂の生息、蜂の有無を確認する。

蜂や蜂の巣を見つけた場合は、振動等の刺激を与えないよう注意し、除去等を

行うまでは、近くで作業することを避ける。

・適切な保護具を備え付け、適切な服装で作業させる。

蜂に襲われても蜂針が通らない防護手袋や防蜂網など、適切な保護具を着用

させ、服装は黒色を避け、肌の露出のないものとする。

・刺された場合に備え、救急用具を備え付ける。

毒吸引器や抗ヒスタミン軟膏等の救急用具を備え付けてください。

・緊急時の連絡体制を整備し、全労働者に周知する。

緊急時の連絡先、連絡の順序、報告事項等をあらかじめ定め、これを全労働者

へ周知してください。

・アナフィラキシーのおそれがある者に自己注射器を携行させる。

事前に医療機関で蜂アレルギーの検査または診察を受けさせ、重篤なアレ

ルギー反応を起こすおそれのある労働者には自己注射器（商品名：エピペン®）

を携行させてください。

６ その他
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動画視聴
（厚生労働省公式Youtubeチャンネル参照）

◼安全に林業を（日本語）

◼https://www.youtube.com/watch?v=WNfh5ktxWy8&li

st=PL1x5ZyAfDI_X0E5lETg8hicIhgEuXrhRn&index=1
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御清聴ありがとうございました。
今年（度）も御安全に！！

今回の説明内容を含め、安全衛生に関する御質問・不明点等があれば

浦河労働基準監督署 監督・安衛課（ＴＥＬ 0146－22－2113）

までお問い合わせください。
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